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経営委員会議事録作成及び議事録等公表規程（平成 31 年規程第 21 号）の一部を次のとおり改正する。 

令和２年４月１日改正 

経営委員会 

新 旧 

 
経営委員会議事録作成及び議事録等公表規程 
 

第１章 総則 
第１条 (略) 
 
第２章 議事録の作成 
第２条～第３条の２  (略) 
 
第３章 議事録等の公表 
第４条  
第１項～第３項（略） 
４ 経営委員会において用いた資料のうち、次の各号に掲げるものについて
は、経営委員会開催後遅滞なく公表する。 

 （１） (略) 
 （２） (略) 
 （３）経営委員会規程別表第９に規定され、経営委員会において議決された

もの 
 （４） (略) 
 
 
第５条～第６条  (略) 
 
第４章 雑則 
第７条～第８条  (略) 
 
 
  附 則  (略) 
 

 
経営委員会議事録作成及び議事録等公表規程 
 

第１章 総則 
第１条 (略) 
 
第２章 議事録の作成 
第２条～第３条の２  (略) 
 
第３章 議事録等の公表 
第４条  
第１項～第３項（略） 
４ 経営委員会において用いた資料のうち、次の各号に掲げるものについて
は、経営委員会開催後遅滞なく公表する。 

 （１） (略) 
 （２） (略) 
 （３）経営委員会規程別表第６に規定され、経営委員会において議決された

もの 
 （４） (略) 
 
 
第５条～第６条  (略) 
 
第４章 雑則 
第７条～第８条  (略) 
 
 
  附 則  (略) 
 

  附 則（令和２.４.１改正） 

この改正は、令和２年４月１日から施行し、令和２年３月９日から適用する。 


